
議案第１２３号 

 

指定管理者の指定について(相模原市営斎場) 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２６年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市営斎場 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区鹿沼台１丁目９番１５号 

  名 称 相模トライアム・五輪・宮本工業所企業体 

３ 指定の期間 

  平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市営斎場の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法(昭和２２年法律

第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。 

 

 



議案第１２３号関係資料(その１) 

 

相模トライアム・五輪・宮本工業所企業体の概要 

 

１ 構成員 

相模原市中央区鹿沼台１丁目９番１５号 

相模トライアム株式会社 

富山県富山市奥田新町１２番３号 

株式会社宮本工業所 

富山県富山市奥田新町１２番３号 

株式会社五輪 

２ 設立年月日等 

構成員 設立年月日等 

相模トライアム株式

会社 

平成６年５月１２日  設立 

平成６年１１月１６日 駐労相模管財株式会社から相模

トライアム株式会社に改称 

株式会社宮本工業所 昭和３４年４月１日  設立 

株式会社五輪 昭和５５年７月１７日 設立 

３ 規模  

構成員 従業員数等 資本金 

相模トライアム株式

会社 

役 員     ５名 

従業員   ３５８名 

５２，５００千円 

株式会社宮本工業所 
役 員     ７名 

従業員     ２１８名 

５０，０００千円 

株式会社五輪 
役 員     ５名 

従業員     ６０３名 

２０，０００千円 

４ 事業概要等 

（１）事業概要 

構成員 事業概要 

 

 

ア ビル総合管理業 

イ 建築物の環境衛生管理業務 



相模トライアム株

式会社 

 

 

ウ 建築物の各種設備機器の保守管理及び修理業務 

エ 総合警備保障業務 

オ 受付、案内及び電話交換業務の請負 

カ マンションの総合管理業務 

キ 医療施設の保守、管理及び清掃業務 

ク 道路及び公園の植栽、清掃その他環境整備業務 

ケ 建築一式及び造園工事業 

コ 駐車場の経営及び管理 

株式会社宮本工業

所 

ア 工業窯炉の設計及び工事請負 

イ 焼却炉の設計及び工事請負 

ウ 土木建築工事請負及び設計監督 

エ 焼却炉並びにその附帯施設及び設備の運営及び維持

管理 

オ 人材派遣業 

カ 一般貨物自動車運送事業 

キ アからカまでに附帯する一切の業務 

株式会社五輪 

ア 斎場の運営及び保守管理 

イ 工業窯炉、焼却炉及びその附帯設備機器の設計、施

工、販売及び管理 

ウ 築炉工事の設計、施工及び請負 

エ 人材派遣業 

オ アからエまでに附帯する一切の業務 

（２）公共的施設の主な管理実績 

構成員 管理実績 

相模トライアム株

式会社 

 相模原市営斎場の総合管理業務及び清掃業務の受託

(平成４年１０月から現在に至る。) 

 

ア 新潟市白根斎場の指定管理者(平成１８年１２月か

ら現在に至る。) 

イ 栃木市斎場の指定管理者(平成２４年４月から現在

に至る。) 

ウ 大田原市火葬場の指定管理者(平成２５年４月から 



株式会社宮本工業

所 

現在に至る。) 

エ 勝浦市かつうら聖苑の指定管理者(平成２５年４月

から現在に至る。) 

オ 熊本市斎場の指定管理者(平成２５年４月から現在

に至る。) 

※ イからオまでについては、共同企業体の構成員とし

ての指定管理者 

株式会社五輪 

ア 高松市やすらぎ苑の指定管理者(平成２０年４月か

ら現在に至る。) 

イ 平塚市聖苑の指定管理者(平成２０年４月から現在

に至る。) 

ウ 栃木市斎場の指定管理者(平成２４年４月から現在

に至る。) 

エ 大田原市火葬場の指定管理者(平成２５年４月から

現在に至る。) 

オ 勝浦市かつうら聖苑の指定管理者(平成２５年４月

から現在に至る。) 

※ イからオまでについては、共同企業体の構成員とし

ての指定管理者 

 



議案第１２３号関係資料(その２) 

 

   相模原市営斎場の指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  相模トライアム・五輪・宮本工業所企業体(以下「候補団体」という。)を指定

管理者として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、最も高い

合計得点(得点内容は、２(４)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準をおおむね満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価

したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２６年６月２日から同年７月４日まで 

イ 説明会及び現地見学会 平成２６年７月１１日(参加数 １１団体) 

ウ 申請の受付 平成２６年７月２８日から同年８月２９日まで(申請数 ３

団体) 

（３）候補団体以外の申請団体 

名  称 所 在 地 

さがみはら斎苑管理グループ 三重県四日市市朝日町１番４号 

社会福祉法人相模更生会 相模原市中央区小山３４２９番地 

（４）選考 

平成２６年１０月７日に、申請のあった３団体による提案説明会を公開で実

施し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市営斎場指定管理者選考委員

会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委員が評価基準に基づき採

点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 



委員長(大学教授)及び委員(公認会計士１名、民間事業者１名、市職員２

名) 計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果は、次のとおり

である｡ 

評価項目 配点 得点 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ４０  ２２ 

利用者サービス水準の確保と向上  ４０  ３４ 

施設等の維持管理の計画・内容  ４０  ３８ 

年間事業計画の理念・内容  ４０  ３０ 

団体独自の発想に基づく提案(提案事業)  ４０  ２０ 

管理に必要な人員の配置  ４０  ３４ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ４０  ２８ 

収支計画  ４０  １６ 

小  計 ３２０ ２２２ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況  ２０  １５ 

組織・人員体制  ２０  １４ 

雇用及び労働条件  ２０  １４ 

申請団体の事業実績 １００ １００ 

施設の安全管理、衛生管理、危機管理等

の体制 
 ４０  ２０ 

個人情報保護及び情報公開の仕組み・体

制 
１６０ １２８ 

公共性・非営利性への取組  ２０  １４ 

法令等の遵守  ２０  １０ 

小  計 ４００ ３１５ 

その他  

 

 

交通渋滞等への対応  ２０  １０ 

災害時の体制  ２０  １８ 



内 

訳 

応急対応の体制  ２０  １０ 

待合室業務の委託及び売店等の目的外使

用に対する配慮 
 ２０  １０ 

小  計  ８０  ４８ 

小  計 ８００ ５８５ 

経費削減に対する評価  ４０   ０ 

合  計 ８４０ ５８５ 

    備考 

     １ 事業計画・収支予算、管理を行う能力及びその他に係る評価(以下

「事業計画・収支予算等評価」という。)に関する合計得点における

最低基準得点は、合計４００点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価に関する得点(以下「経費削減に係る得点」

という。)は、事業計画・収支予算等評価に関する配点の合計の５パ

ーセントを上限とし、次のとおり算出した。 

  経費削減に係る得点＝(提案に当たっての上限額(年額)－提案額(年額)) 

÷提案に当たっての上限額(年額)×１００ 

（イ）候補団体以外の申請団体の得点の合計は、次のとおりである。 

名  称 合計得点 

さがみはら斎苑管理グループ ４５２ 

社会福祉法人相模更生会 ３５６ 

（ウ）申請のあった３団体について、配点の合計(８４０点)を１００点満点に

換算した場合の得点は、次のとおりである。 

名  称 得点 

相模トライアム・五輪・宮本工業所企業体 ６９．６ 

さがみはら斎苑管理グループ ５３．８ 

社会福祉法人相模更生会 ４２．３ 

    備考 小数点以下１位未満を切り捨てた。 



 

議案第１２４号 

 

指定管理者の指定について(橋本駅北口第１自転車駐車場他５施設) 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２６年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  橋本駅北口第１自転車駐車場、橋本駅北口第２自転車駐車場、橋本駅南口第１

自転車駐車場、橋本駅南口第２自転車駐車場、橋本駅北口第１自動車駐車場及び

橋本駅北口第２自動車駐車場 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

  名 称 緑区市営駐車場運営共同企業体 

３ 指定の期間 

  平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 

提案の理由 

橋本駅北口第１自転車駐車場、橋本駅北口第２自転車駐車場、橋本駅南口第１

自転車駐車場、橋本駅南口第２自転車駐車場、橋本駅北口第１自動車駐車場及び

橋本駅北口第２自動車駐車場の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法(昭和

２２年法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。 

 



 

議案第１２４号関係資料(その１) 

 

緑区市営駐車場運営共同企業体の概要 

 

１ 構成員 

  相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

公益財団法人相模原市まち・みどり公社 

  相模原市中央区南橋本１丁目５番１号 

  株式会社ギオン 

２ 設立年月日等 

構成員 設立年月日等 

公益財団法人相模原

市まち・みどり公社 

昭和３７年６月１４日 設立 

昭和４９年４月１日  財団法人相模原市開発公社から

財団法人相模原市都市整備公社

に改称 

平成２３年４月１日  公益財団法人に移行 

平成２６年４月１日  公益財団法人相模原市みどりの

協会と合併し、公益財団法人相

模原市まち・みどり公社に改称 

株式会社ギオン 

昭和４７年５月２０日 設立 

平成１３年１月５日  衹園興業株式会社から株式会社

ギオンに改称 

３ 規模 

構成員 職員数等 基本財産等 

公益財団法人相模原

市まち・みどり公社 

役 員    １３名 

職 員   １３１名 

基本財産  

２０６，５７８千円 

株式会社ギオン 
役 員     ５名 

従業員 １，２７５名 

資本金  

４６，７２０千円 

４ 事業概要等 

（１）事業概要 

構成員 事業概要 



 

公益財団法人相模

原市まち・みどり

公社 

ア 都市施設その他の都市環境の形成に必要な施設の整

備に関する事業 

イ 都市施設その他の都市環境の形成に必要な用地の整

備に関する事業 

ウ 都市機能の維持及び増進に関する事業 

エ 豊かな市民生活の形成及び地域の振興に関する事業 

オ みどり豊かなまちづくりの推進に関する事業 

カ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

株式会社ギオン 

ア 一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を含

む。) 

イ 貨物利用運送事業 

ウ 倉庫業及び配送センター管理運営業 

エ 一般貨物のこん包に関する業務 

オ 産業廃棄物の収集、運搬及び処理業 

カ 一般廃棄物の収集及び運搬業 

キ 自動車部品及び自動車用品の販売 

ク 映像音響機器及び周辺機器の開発、製作及び販売業 

ケ 搬送装置製造販売 

コ 公共施設の維持・管理に関する事業の受託 

サ スポーツ施設の運営及び管理業務 

シ ガソリン・軽油・潤滑油その他石油類の販売 

ス 警備業 

セ 清掃業 

ソ 労働者派遣事業 

タ アからソまでに附帯する一切の業務 

（２）公共的施設の主な管理実績 

構成員 管理実績 

 

 

 

 

ア 相模原市営自転車駐車場のうち、路上等自転車駐車

場並びに谷口北口自転車駐車場、谷口南口自転車駐車

場及び相模大野駅西側自転車駐車場を除く有料自転車

駐車場１１施設の指定管理者(平成１８年４月から現



 

 

 

 

公益財団法人相模

原市まち・みどり

公社 

在に至る。) 

イ 谷口北口自転車駐車場及び谷口南口自転車駐車場の

指定管理者(平成２３年４月から現在に至る。) 

ウ 相模大野駅西側自転車駐車場の指定管理者(平成２３

年１０月から現在に至る。) 

エ 相模原市営自動車駐車場のうち、小田急相模原駅自

動車駐車場及び相模大野駅西側自動車駐車場を除く４

施設の指定管理者(平成１８年４月から現在に至る。) 

オ 小田急相模原駅自動車駐車場の指定管理者(平成１９

年１２月から現在に至る。) 

カ 相模大野駅西側自動車駐車場の指定管理者(平成２５

年３月から現在に至る。） 

※ いずれも共同企業体の構成員としての指定管理者 

株式会社ギオン 

ア 相模原市営自転車駐車場のうち、路上等自転車駐車

場を除く有料自転車駐車場１４施設の指定管理者(平

成２４年４月から現在に至る。) 

イ 相模原市営自動車駐車場のうち、相模大野駅西側自

動車駐車場を除く５施設の指定管理者(平成２４年４

月から現在に至る。) 

ウ 相模大野駅西側自動車駐車場の指定管理者(平成２５

年３月から現在に至る。) 

※ いずれも共同企業体の構成員としての指定管理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議案第１２４号関係資料(その２) 

 

   橋本駅北口第１自転車駐車場、橋本駅北口第２自転車駐車場、橋本駅南 

口第１自転車駐車場、橋本駅南口第２自転車駐車場、橋本駅北口第１自 

動車駐車場及び橋本駅北口第２自動車駐車場の指定管理者の選考につい 

て 

 

１ 選考理由 

  緑区市営駐車場運営共同企業体(以下「候補団体」という。)を指定管理者とし

て選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、最も高い

合計得点(得点内容は、２(４)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

  ア 募集要項の配布 平成２６年６月２日から同年７月４日まで 

  イ 説明会及び現地見学会 平成２６年６月１６日(参加数 ９団体) 

ウ 申請の受付 平成２６年７月１６日から同年８月１９日まで(申請数 ２

団体) 

（３）候補団体以外の申請団体 

名  称 所 在 地 

ＯＤＳ・ＭｉＤＩコミュニティ相模原 東京都新宿区西新宿１丁目１番３号 

（４）選考 

   平成２６年１０月８日に、申請のあった２団体による提案説明会を公開で実

施し、それを踏まえ、引き続き開催された橋本駅北口第１自転車駐車場、橋本

駅北口第２自転車駐車場、橋本駅南口第１自転車駐車場、橋本駅南口第２自転

車駐車場、橋本駅北口第１自動車駐車場及び橋本駅北口第２自動車駐車場に係



 

る指定管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委員

が評価基準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(公認会計士)及び委員(大学教授１名、特定社会保険労務士１名、

市職員２名) 計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果は、次のとおり

である｡ 

評価項目 配点 得点 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等 ２０ １８．０ 

市民サービス水準の確保 ３０ ２４．０ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ３４．０ 

年間事業計画の理念・内容 ４０ ３２．０ 

団体独自の発想に基づく提案 ３０ ３０．０ 

管理に必要な人員の配置 ４０ ２８．０ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握 ４０ ３４．０ 

収支計画 ４０ ２８．０ 

小  計 ２８０ ２２８．０ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況 ３０ ３０．０ 

組織・人員体制 ３０ ２２．５ 

雇用及び労働条件 ２０ １４．０ 

申請団体の事業実績 ４０ ４０．０ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ４０ ３０．０ 

個人情報保護及び情報公開の体制 ２０ １３．０ 

公共性への取組 ２０ １９．０ 

法令等の遵守 ２０ １６．０ 

小  計 ２２０ １８４．５ 

小  計 ５００ ４１２．５ 



 

経費削減に対する評価 ２５ ０．０ 

合  計 ５２５ ４１２．５ 

備考  

１ 事業計画・収支予算及び管理を行う能力に係る評価(以下「事業計

画・収支予算等評価」という。)に関する合計得点における最低基準

得点は、合計３７５点とした。 

２ 経費削減に対する評価に関する得点(以下「経費削減に係る得点」

という。)は、事業計画・収支予算等評価に関する配点の合計の５パ

ーセントを上限とし、次のとおり算出した。 

  経費削減に係る得点＝(提案に当たっての上限額(年額)－提案額(年額)) 

÷提案に当たっての上限額(年額)×１００ 

（イ）候補団体以外の申請団体の得点の合計は、次のとおりである。 

名  称 合計得点 

ＯＤＳ・ＭｉＤＩコミュニティ相模原 ３８８．０ 

（ウ）申請のあった２団体について、配点の合計(５２５点)を１００点満点に

換算した場合の得点は、次のとおりである。 

名  称 得点 

緑区市営駐車場運営共同企業体 ７８．５ 

ＯＤＳ・ＭｉＤＩコミュニティ相模原 ７３．９ 

  備考 小数点以下１位未満を切り捨てた。 



議案第１２５号 

 

指定管理者の指定について(相模原駅北口自転車駐車場他５施設) 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２６年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原駅北口自転車駐車場、相模原駅南口自転車駐車場、矢部駅北口自転車駐

車場、淵野辺駅南口第１自転車駐車場、淵野辺駅南口第２自転車駐車場及び相模

原駅自動車駐車場 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

  名 称 中央区市営駐車場運営共同企業体 

３ 指定の期間 

  平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原駅北口自転車駐車場、相模原駅南口自転車駐車場、矢部駅北口自転車駐

車場、淵野辺駅南口第１自転車駐車場、淵野辺駅南口第２自転車駐車場及び相模

原駅自動車駐車場の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法(昭和２２年法律

第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。 

 



議案第１２５号関係資料(その１) 

 

中央区市営駐車場運営共同企業体の概要 

 

１ 構成員 

  相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

公益財団法人相模原市まち・みどり公社 

  相模原市中央区南橋本１丁目５番１号 

  株式会社ギオン 

２ 設立年月日等 

構成員 設立年月日等 

公益財団法人相模原

市まち・みどり公社 

昭和３７年６月１４日 設立 

昭和４９年４月１日  財団法人相模原市開発公社から

財団法人相模原市都市整備公社

に改称 

平成２３年４月１日  公益財団法人に移行 

平成２６年４月１日  公益財団法人相模原市みどりの

協会と合併し、公益財団法人相

模原市まち・みどり公社に改称 

株式会社ギオン 

昭和４７年５月２０日 設立 

平成１３年１月５日  衹園興業株式会社から株式会社

ギオンに改称 

３ 規模 

構成員 職員数等 基本財産等 

公益財団法人相模原

市まち・みどり公社 

役 員    １３名 

職 員   １３１名 

基本財産  

２０６，５７８千円 

株式会社ギオン 
役 員     ５名 

従業員 １，２７５名 

資本金  

４６，７２０千円 

４ 事業概要等 

（１）事業概要 

構成員 事業概要 



公益財団法人相模

原市まち・みどり

公社 

ア 都市施設その他の都市環境の形成に必要な施設の整

備に関する事業 

イ 都市施設その他の都市環境の形成に必要な用地の整

備に関する事業 

ウ 都市機能の維持及び増進に関する事業 

エ 豊かな市民生活の形成及び地域の振興に関する事業 

オ みどり豊かなまちづくりの推進に関する事業 

カ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

株式会社ギオン 

ア 一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を含

む。) 

イ 貨物利用運送事業 

ウ 倉庫業及び配送センター管理運営業 

エ 一般貨物のこん包に関する業務 

オ 産業廃棄物の収集、運搬及び処理業 

カ 一般廃棄物の収集及び運搬業 

キ 自動車部品及び自動車用品の販売 

ク 映像音響機器及び周辺機器の開発、製作及び販売業 

ケ 搬送装置製造販売 

コ 公共施設の維持・管理に関する事業の受託 

サ スポーツ施設の運営及び管理業務 

シ ガソリン・軽油・潤滑油その他石油類の販売 

ス 警備業 

セ 清掃業 

ソ 労働者派遣事業 

タ アからソまでに附帯する一切の業務 

（２）公共的施設の主な管理実績 

構成員 管理実績 

 

 

 

 

ア 相模原市営自転車駐車場のうち、路上等自転車駐車

場並びに谷口北口自転車駐車場、谷口南口自転車駐車

場及び相模大野駅西側自転車駐車場を除く有料自転車

駐車場１１施設の指定管理者(平成１８年４月から現



 

 

 

公益財団法人相模

原市まち・みどり

公社 

在に至る。) 

イ 谷口北口自転車駐車場及び谷口南口自転車駐車場の

指定管理者(平成２３年４月から現在に至る。) 

ウ 相模大野駅西側自転車駐車場の指定管理者(平成２３

年１０月から現在に至る。) 

エ 相模原市営自動車駐車場のうち、小田急相模原駅自

動車駐車場及び相模大野駅西側自動車駐車場を除く４

施設の指定管理者(平成１８年４月から現在に至る。) 

オ 小田急相模原駅自動車駐車場の指定管理者(平成１９

年１２月から現在に至る。) 

カ 相模大野駅西側自動車駐車場の指定管理者(平成２５

年３月から現在に至る。) 

※ いずれも共同企業体の構成員としての指定管理者 

株式会社ギオン 

ア 相模原市営自転車駐車場のうち、路上等自転車駐車

場を除く有料自転車駐車場１４施設の指定管理者(平

成２４年４月から現在に至る。) 

イ 相模原市営自動車駐車場のうち、相模大野駅西側自

動車駐車場を除く５施設の指定管理者(平成２４年４

月から現在に至る。) 

ウ 相模大野駅西側自動車駐車場の指定管理者(平成２５

年３月から現在に至る。) 

※ いずれも共同企業体の構成員としての指定管理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１２５号関係資料(その２) 

 

   相模原駅北口自転車駐車場、相模原駅南口自転車駐車場、矢部駅北口自 

転車駐車場、淵野辺駅南口第１自転車駐車場、淵野辺駅南口第２自転車 

駐車場及び相模原駅自動車駐車場の指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  中央区市営駐車場運営共同企業体(以下「候補団体」という。)を指定管理者と

して選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、高い合計

得点(得点内容は、２(３)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

  ア 募集要項の配布 平成２６年６月２日から同年７月４日まで 

  イ 説明会及び現地見学会 平成２６年６月２０日(参加数 １２団体) 

ウ 申請の受付 平成２６年７月１６日から同年８月１９日まで(申請数 １

団体) 

（３）選考 

   平成２６年１０月８日に、申請のあった団体による提案説明会を公開で実施

し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原駅北口自転車駐車場、相模原駅

南口自転車駐車場、矢部駅北口自転車駐車場、淵野辺駅南口第１自転車駐車場、

淵野辺駅南口第２自転車駐車場及び相模原駅自動車駐車場に係る指定管理者選

考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委員が評価基準に基

づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(公認会計士)及び委員(大学教授１名、特定社会保険労務士１名、



市職員２名) 計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果は、次のとおり

である｡ 

評価項目 配点 得点 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等 ２０ １９．０ 

市民サービス水準の確保 ３０ ２４．０ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ３４．０ 

年間事業計画の理念・内容 ４０ ３０．０ 

団体独自の発想に基づく提案 ３０ ３０．０ 

管理に必要な人員の配置 ４０ ３０．０ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握 ４０ ３２．０ 

収支計画 ４０ ２８．０ 

小  計 ２８０ ２２７．０ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況 ３０ ３０．０ 

組織・人員体制 ３０ ２２．５ 

雇用及び労働条件 ２０ １３．０ 

申請団体の事業実績 ４０ ４０．０ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ４０ ３４．０ 

個人情報保護及び情報公開の体制 ２０ １４．０ 

公共性への取組 ２０ １９．０ 

法令等の遵守 ２０ １４．０ 

小  計 ２２０ １８６．５ 

小  計 ５００ ４１３．５ 

経費削減に対する評価 ２５ ０．０ 

合  計 ５２５ ４１３．５ 

備考  

１ 事業計画・収支予算及び管理を行う能力に係る評価(以下「事業計



画・収支予算等評価」という。)に関する合計得点における最低基準

得点は、合計３７５点とした。 

２ 経費削減に対する評価に関する得点(以下「経費削減に係る得点」

という。)は、事業計画・収支予算等評価に関する配点の合計の５パ

ーセントを上限とし、次のとおり算出した。 

  経費削減に係る得点＝(提案に当たっての上限額(年額)－提案額(年額)) 

÷提案に当たっての上限額(年額)×１００ 

（イ）申請のあった団体について、配点の合計(５２５点)を１００点満点に換

算した場合の得点は、７８．７点(小数点以下１位未満切捨て)である。 



 

議案第１２６号 

 

指定管理者の指定について(相模大野駅北口自転車駐車場他７施設) 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２６年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模大野駅北口自転車駐車場、谷口北口自転車駐車場、谷口南口自転車駐車場、

相模大野駅西側自転車駐車場、相武台前駅北口自転車駐車場、相模大野立体駐車

場、小田急相模原駅自動車駐車場及び相模大野駅西側自動車駐車場 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

  名 称 南区市営駐車場運営共同企業体 

３ 指定の期間 

  平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模大野駅北口自転車駐車場、谷口北口自転車駐車場、谷口南口自転車駐車場、

相模大野駅西側自転車駐車場、相武台前駅北口自転車駐車場、相模大野立体駐車

場、小田急相模原駅自動車駐車場及び相模大野駅西側自動車駐車場の指定管理者

を指定いたしたく、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第６項

の規定により提案するものである。 

 



 

議案第１２６号関係資料(その１) 

 

南区市営駐車場運営共同企業体の概要 

 

１ 構成員 

  相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

公益財団法人相模原市まち・みどり公社 

  相模原市中央区南橋本１丁目５番１号 

  株式会社ギオン 

  東京都新宿区西新宿１丁目２６番２号 

  野村不動産パートナーズ株式会社 

２ 設立年月日等 

構成員 設立年月日等 

公益財団法人相模原

市まち・みどり公社 

昭和３７年６月１４日 設立 

昭和４９年４月１日  財団法人相模原市開発公社から

財団法人相模原市都市整備公社

に改称 

平成２３年４月１日  公益財団法人に移行 

平成２６年４月１日  公益財団法人相模原市みどりの

協会と合併し、公益財団法人相

模原市まち・みどり公社に改称 

株式会社ギオン 

昭和４７年５月２０日 設立 

平成１３年１月５日  衹園興業株式会社から株式会社

ギオンに改称 

野村不動産パートナ

ーズ株式会社 

昭和５２年４月１日  設立 

平成１２年７月１日  野村ビル総合管理株式会社から

野村ビルマネジメント株式会社 

           に改称 

平成２６年４月１日  野村リビングサポート株式会社

と合併し、野村不動産パートナ

ーズ株式会社に改称 



 

３ 規模 

構成員 職員数等 基本財産等 

公益財団法人相模原

市まち・みどり公社 

役 員    １３名 

職 員   １３１名 

基本財産  

２０６，５７８千円 

株式会社ギオン 
役 員     ５名 

従業員 １，２７５名 

資本金  

４６，７２０千円 

野村不動産パートナ

ーズ株式会社 

役 員    １１名 

従業員 ３，３４９名 

資本金 

１００，０００千円 

４ 事業概要等 

（１）事業概要 

構成員 事業概要 

公益財団法人相模

原市まち・みどり

公社 

ア 都市施設その他の都市環境の形成に必要な施設の整

備に関する事業 

イ 都市施設その他の都市環境の形成に必要な用地の整

備に関する事業 

ウ 都市機能の維持及び増進に関する事業 

エ 豊かな市民生活の形成及び地域の振興に関する事業 

オ みどり豊かなまちづくりの推進に関する事業 

カ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社ギオン 

ア 一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を含

む。) 

イ 貨物利用運送事業 

ウ 倉庫業及び配送センター管理運営業 

エ 一般貨物のこん包に関する業務 

オ 産業廃棄物の収集、運搬及び処理業 

カ 一般廃棄物の収集及び運搬業 

キ 自動車部品及び自動車用品の販売 

ク 映像音響機器及び周辺機器の開発、製作及び販売業 

ケ 搬送装置製造販売 

コ 公共施設の維持・管理に関する事業の受託 

サ スポーツ施設の運営及び管理業務 



 

シ ガソリン・軽油・潤滑油その他石油類の販売 

ス 警備業 

セ 清掃業 

ソ 労働者派遣事業 

タ アからソまでに附帯する一切の業務 

 

野村不動産パート

ナーズ株式会社 

ア 不動産の総合管理及び運営業務 

イ 不動産の管理等に関するコンサルタント業務 

ウ 建物、建物附属設備、施設等の建築、修繕更新等に

係る工事の請負・設計・施工及びこれらのあっせん・

助言 

エ 植栽等の造園工事の請負並びに監理及び施工 

オ 建物及び建物附属設備の管理業務における要員等の

派遣 

カ 特定労働者派遣事業 

キ 建物内外の総合警備業 

ク 不動産の賃貸借、売買、仲介及びあっせん 

ケ 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 

コ ハウスクリーニング等マンション専有部分に係るサ

ービス業務 

サ 電力サービス事業 

シ クリーニング、引越等のサービス及び取次 

ス 家具、照明、インテリア用品等の販売及び設置並び

にインテリアコーディネート業務 

セ 介護要員のあっせん及び紹介並びに介護用品の販売

及びリース 

ソ 電気通信事業法による電気通信事業 

タ 不動産の管理用品、一般日用雑貨・食料品、煙草・

印紙・切手、清涼飲料等の販売 

チ アからタまでに附帯する一切の業務 

（２）公共的施設の主な管理実績 

構成員 管理実績 



 

公益財団法人相模

原市まち・みどり

公社 

ア 相模原市営自転車駐車場のうち、路上等自転車駐車

場並びに谷口北口自転車駐車場、谷口南口自転車駐車

場及び相模大野駅西側自転車駐車場を除く有料自転車

駐車場１１施設の指定管理者(平成１８年４月から現

在に至る。) 

イ 谷口北口自転車駐車場及び谷口南口自転車駐車場の

指定管理者(平成２３年４月から現在に至る。) 

ウ 相模大野駅西側自転車駐車場の指定管理者(平成２３

年１０月から現在に至る。) 

エ 相模原市営自動車駐車場のうち、小田急相模原駅自

動車駐車場及び相模大野駅西側自動車駐車場を除く４

施設の指定管理者(平成１８年４月から現在に至る。) 

オ 小田急相模原駅自動車駐車場の指定管理者(平成１９

年１２月から現在に至る。) 

カ 相模大野駅西側自動車駐車場の指定管理者(平成２５

年３月から現在に至る。) 

※ いずれも共同企業体の構成員としての指定管理者 

株式会社ギオン 

ア 相模原市営自転車駐車場のうち、路上等自転車駐車

場を除く有料自転車駐車場１４施設の指定管理者(平

成２４年４月から現在に至る。) 

イ 相模原市営自動車駐車場のうち、相模大野駅西側自

動車駐車場を除く５施設の指定管理者(平成２４年４

月から現在に至る。) 

ウ 相模大野駅西側自動車駐車場の指定管理者(平成２５

年３月から現在に至る。) 

※ いずれも共同企業体の構成員としての指定管理者 

 

 

 

野村不動産パート 

ナーズ株式会社 

ア 相模大野駅北口自転車駐車場、谷口北口自転車駐車

場、谷口南口自転車駐車場、相模大野駅西側自転車駐

車場及び相武台前駅北口自転車駐車場の指定管理者

(平成２４年４月から現在に至る。） 

イ 相模大野立体駐車場及び小田急相模原駅自動車駐車



 

場の指定管理者(平成２４年４月から現在に至る。) 

ウ 相模大野駅西側自動車駐車場の指定管理者(平成２５

年３月から現在に至る。) 

※ いずれも共同企業体の構成員としての指定管理者 

 

 



 

議案第１２６号関係資料(その２) 

 

   相模大野駅北口自転車駐車場、谷口北口自転車駐車場、谷口南口自転車 

駐車場、相模大野駅西側自転車駐車場、相武台前駅北口自転車駐車場、 

相模大野立体駐車場、小田急相模原駅自動車駐車場及び相模大野駅西側 

自動車駐車場の指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  南区市営駐車場運営共同企業体(以下「候補団体」という。)を指定管理者とし

て選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、最も高い

合計得点(得点内容は、２(４)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

  ア 募集要項の配布 平成２６年６月２日から同年７月４日まで 

  イ 説明会及び現地見学会 平成２６年６月１７日(参加数 １１団体) 

ウ 申請の受付 平成２６年７月１６日から同年８月１９日まで(申請数 ２

団体) 

（３）候補団体以外の申請団体 

名  称 所 在 地 

一般社団法人日本駐車場工学研究会 東京都港区西新橋２丁目８番１号 

（４）選考 

   平成２６年１０月８日に、申請のあった２団体による提案説明会を公開で実

施し、それを踏まえ、引き続き開催された相模大野駅北口自転車駐車場、谷口

北口自転車駐車場、谷口南口自転車駐車場、相模大野駅西側自転車駐車場、相

武台前駅北口自転車駐車場、相模大野立体駐車場、小田急相模原駅自動車駐車



 

場及び相模大野駅西側自動車駐車場に係る指定管理者選考委員会(以下「選考

委員会」という。)において、各選考委員が評価基準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(公認会計士)及び委員(大学教授１名、特定社会保険労務士１名、

市職員２名) 計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果は、次のとおり

である｡ 

評価項目 配点 得点 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等 ２０ ２０．０ 

市民サービス水準の確保 ３０ ２５．５ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ３４．０ 

年間事業計画の理念・内容 ４０ ３４．０ 

団体独自の発想に基づく提案 ３０ ３０．０ 

管理に必要な人員の配置 ４０ ３２．０ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握 ４０ ３６．０ 

収支計画 ４０ ２８．０ 

小  計 ２８０ ２３９．５ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況 ３０ ３０．０ 

組織・人員体制 ３０ ２４．０ 

雇用及び労働条件 ２０ １４．０ 

申請団体の事業実績 ４０ ４０．０ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ４０ ３２．０ 

個人情報保護及び情報公開の体制 ２０ １４．０ 

公共性への取組 ２０ １９．０ 

法令等の遵守 ２０ １６．０ 

小  計 ２２０ １８９．０ 

小  計 ５００ ４２８．５ 



 

経費削減に対する評価 ２５ ０．０ 

合  計 ５２５ ４２８．５ 

備考  

１ 事業計画・収支予算及び管理を行う能力に係る評価(以下「事業計

画・収支予算等評価」という。)に関する合計得点における最低基準

得点は、合計３７５点とした。 

２ 経費削減に対する評価に関する得点(以下「経費削減に係る得点」

という。)は、事業計画・収支予算等評価に関する配点の合計の５パ

ーセントを上限とし、次のとおり算出した。 

  経費削減に係る得点＝(提案に当たっての上限額(年額)－提案額(年額)) 

÷提案に当たっての上限額(年額)×１００ 

（イ）候補団体以外の申請団体の得点の合計は、次のとおりである。 

名  称 合計得点 

一般社団法人日本駐車場工学研究会 ３７７．５ 

（ウ）申請のあった２団体について、配点の合計(５２５点)を１００点満点に

換算した場合の得点は、次のとおりである。 

名  称 得点 

南区市営駐車場運営共同企業体 ８１．６ 

一般社団法人日本駐車場工学研究会 ７１．９ 

  備考 小数点以下１位未満を切り捨てた。 

 

 



議案第１２７号 

 

当せん金付証票の発売限度額について 

当せん金付証票法(昭和２３年法律第１４４号)第４条第１項の規定により、平成

２７年度における当せん金付証票の発売限度額について次のとおり定める。 

 

  平成２６年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

 平成２７年度の発売限度額 ４，５００，０００，０００円 

 

提案の理由 

   平成２７年度における公共事業等の費用の財源に充てるための当せん金付証票

を発売するに当たり、その発売限度額を定める必要があるため、当せん金付証票

法(昭和２３年法律第１４４号)第４条第１項の規定により提案するものである。 
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議案第１３５号  

 

相模原市小児慢性特定疾病審査会条例について 

相模原市小児慢性特定疾病審査会条例を次のように制定する。 

 

平成２６年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

相模原市小児慢性特定疾病審査会条例 

(趣旨) 

第１条 この条例は、児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第１９条の４第１項

の規定に基づき設置する相模原市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」とい

う。)の組織について必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第２条 審査会は、委員５人以内で組織する。 

附 則 

 この条例は、平成２７年１月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)の改正に伴い、同法に基づき設置する

こととなる相模原市小児慢性特定疾病審査会について、その定数を定めたく提案

するものである。 

 



議案第１３６号 

 

  平成２６年度相模原市一般会計補正予算(第４号) 

平成２６年度相模原市の一般会計の補正予算(第４号)は、次に定めるところによ

る。 

(歳入歳出予算補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額２６０，３３６，０００千円に歳入歳出それぞれ 

１９９，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

２６０，５３５，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 平成２６年１１月２１日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 



第１表 歳入歳出予算補正 
 
歳 入 
 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

60 県支出金  千円 千円 千円 

  11,903,288 199,000 12,102,288 

 15 県委託金 1,253,313 199,000 1,452,313 

歳   入   合   計 260,336,000 199,000 260,535,000 

 

  



 

 

歳 出 
 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

10 総務費  千円 千円 千円 

  23,545,733 199,000 23,744,733 

 15 選挙費 317,260 199,000 516,260 

歳   出   合   計 260,336,000 199,000 260,535,000 

 


